
徳
島
県
告
示
第
二
百
八
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

徳
島
市
西
新
浜
町
一
丁
目
二
番

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

徳
島
市
西
新
浜
町
一
丁
目
二
番

訪
問
介
護

令
和
七
年
二
月

令
和
七
年
三
月

Ｏ
・
Ｎ
オ
ー
エ
ン
ネ
ッ

四
―
九
号

ン
夢

六
―
二
号

二
十
日

三
十
一
日

ト社
会
福
祉
法
人
愛
心
会

小
松
島
市
中
田
町
字
新
開
五
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
中
庄
池
ノ
上

訪
問
看
護

同

同

番
地

ン
コ
ス
モ
ス

五
五
番
地
一

二
十
八
日

社
会
福
祉
法
人
上
板
町

板
野
郡
上
板
町
西
分
字
橋
西
一

上
板
町
社
会
福
祉
協
議

板
野
郡
上
板
町
西
分
字
橋
西
一

通
所
介
護

同

同

社
会
福
祉
協
議
会

番
地
の
一
一

会
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

番
地
の
一
一

十
二
日

タ
ー

社
会
福
祉
法
人
美
馬
市

美
馬
市
脇
町
大
字
脇
町
一
二
六

美
馬
市
脇
町
デ
イ
サ
ー

美
馬
市
脇
町
字
西
赤
谷
二
二
三

同

同

同

社
会
福
祉
協
議
会

五
番
地
一

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
「
お
ち

二
番
地
一
二

二
十
一
日

あ
い
荘
」

社
会
福
祉
法
人
健
祥
会

徳
島
市
国
府
町
東
高
輪
字
天
満

デ
イ
セ
ン
タ
ー
ウ
ィ
リ

名
東
郡
佐
那
河
内
村
上
字
大
黒

同

同

同

三
五
六
番
地
一

ア
ム
テ
ル

二
三
番
地
一

二
十
六
日



株
式
会
社
ア
イ
ダ
ッ
ク

板
野
郡
板
野
町
川
端
字
若
王
寺

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
藍

板
野
郡
板
野
町
川
端
字
若
王
寺

同

同

三
月

同

五
〇
番
地
三

五
一
番
地
二

二
十
一
日

医
療
法
人
内
田
会

三
好
市
池
田
町
中
西
ナ
ガ
ウ
チ

介
護
老
人
保
健
施
設
ハ

三
好
市
池
田
町
中
西
西
原
二
〇

通
所
リ
ハ
ビ
リ

同

二
月

同

二
五
四
番
地
の
三

ピ
ネ
ス

九
番
地
一

テ
ー
シ
ョ
ン

二
十
八
日

海
部
郡
特
別
養
護
老
人

海
部
郡
海
陽
町
大
里
字
松
原
三

海
部
郡
特
別
養
護
老
人

海
部
郡
海
陽
町
大
里
字
松
原
三

短
期
入
所
生
活

同

同

ホ
ー
ム
事
務
組
合

三
―
三

ホ
ー
ム
事
務
組
合
海
南

三
―
三

介
護

二
十
七
日

荘


